
         
 証券コード 6023 
平成21年6月9日 

株  主  各  位 

ダイハツディーゼル株式会社 
大阪市北区大淀中一丁目 1番 30 号 

 
取締役社長  古 川 與 四 郎 

 
 

第 49回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 いよいよご清栄のこととお喜び申しあげます。 
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通
知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、平成21年6月25日（木曜日）午後5時30分までに到着するよう、折返しご送付く
ださいますようお願い申しあげます。 

    敬 具 
記 

1．日   時      平成21年6月26日（金曜日）午前10時 
2. 場    所       大阪市北区大淀中一丁目1番30号   

梅田スカイビルタワーウエスト22階会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） 
3．目的事項     
報告事項     1. 第 49 期 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書

類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
2. 第 49期 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件 

決議事項   
第 1号議案   剰余金の処分の件 

   第2号議案   定款一部変更の件 
第3号議案   取締役13名選任の件 
第4号議案   退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 

   第5号議案   役員賞与支給の件   
以 上 

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 
◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.dhtd.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。 
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（添 付 書 類） 

 事  業  報  告 
（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで） 

 
 
 

１． 企業集団の現況に関する事項 
（１）事業の経過およびその成果 

当連結会計年度における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した
世界的な金融危機や、それに伴う急激な円高の進行などの影響により企業収益は大幅に
悪化し、景気悪化が深刻化する状況となりました。 
当社グループが最も影響を受ける海運・造船業界におきましては、世界的な不況の深
刻化により好調だった海運市場は低迷し、さらに資金繰りの悪化から新興海運企業を中
心とする新造船の解約や大幅な納期の変更が続出する中、先行きの不透明感から新造船
の商談もストップするなど環境の悪化が急速に進行しております。その一方で、当社の
主要な販売先である国内造船各社については、当面の手持ち工事量を十分に確保してい
る状況にあります。 
当社グループといたしましては、このような企業環境下において、市場ニーズにマッ
チした新商品の開発と、海外技術提携先への技術・販売支援によるブランドシェアの拡
大、アフターサービス機能の充実による顧客満足度向上を目標に掲げ、積極的な事業展
開を進めてまいりました。 
「新商品の開発」につきましては、ＩＭＯ（国際海事機関）が２０１１年から適用を
開始する船舶用ディーゼルエンジンに対する排ガス規制（ＮＯx２次規制）に適合した環
境対応型エンジンの開発を進めており、一部の機種ではＮＯx鑑定を完了し、市場投入に
向けて品質確認の徹底に努めております。また、２０１６年に予定されております同 3
次規制に対応する新しいエンジンの開発研究を進めるとともに、ＣＯ2削減など地球環境
保護に向けた新技術の開発についても積極的に取り組んでおります。 
「ブランドシェアの拡大」につきましては、世界の造船各社に対して当社オリジナル
エンジンの販売活動を精力的に進めるとともに、中国技術供与先に対する技術指導、販
売支援を強化し、ライセンス機関を含めたダイハツブランドの販売シェアを高めるべく、
精力的な取り組みを続けております。 
「顧客満足度向上」につきましては、引き続き、世界規模でのサービスネットワーク
や顧客管理機能システムの一層の充実化を進めており、当社製品のライフサイクルを通
じて世界中のお客様に適切なサービスを供給しております。 
以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は 71,351 百万円（前期比 17.6%増）となり、
営業利益は 6,820 百万円（前期比 16.8％増）、経常利益は 6,906 百万円（前期比 22.3％
増）、当期純利益は 3,747 百万円（前期比 56.6％増）となりました。 
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
①内燃機関関連事業 
 当事業におきましては、船舶用機関部門と陸用機関部門に大別されており、各部門
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の状況は、次のとおりであります。 
 
イ）船舶用機関部門 
国内外の造船所向け販売活動強化により、主力の発電用補機関を中心に販売台
数が増加いたしました。また、海外サービス事業ならびに海外の技術供与先に対
するノックダウン部品の販売についても前期実績を上回ることができました。 
 

ロ）陸用機関部門 
公共投資の抑制傾向が続く中、民間の設備投資についても状況の悪化が顕著と
なり、官公庁向け、民間向けともに積極的な販売活動を進めてまいりましたもの
の、販売台数、売上ともに前期実績を下回りました。 
 

従いまして、当事業の売上高は部品販売、メンテナンス工事も含めて 65,441 百万円
（前期比 21.4%増）、営業利益は 9,077 百万円（前期比 25.7%増）となりました。 
 
②産業機器関連事業 
アルミホイール部門におきましては、自動車業界全体の状況悪化が深刻化し、軽自

動車においても販売台数が減少する中ではありましたが、売上、利益とも微増となり
ました。また、建築金物関連部門につきましては、関連業界の落ち込みの影響による
販売不振が続き、売上、利益とも減少いたしました。 
なお、建築金物関連部門の製造・販売を行ってまいりましたダイハツディーゼルエ
ヌ・エイチ・エヌ株式会社につきましては、平成 21 年２月 28 日に解散を決議し、清
算中であります。 
従いまして、当事業の売上高は 5,175 百万円（前期比 14.3%減）、営業損失は 55 百万
円となりました。 
 
③不動産賃貸関連事業 
当事業における主力の梅田スカイビルにおきましては、事業環境の不透明感は強ま
りましたものの入居率が改善された状況が継続し、売上、利益とも増加いたしました。 
従いまして、当事業の売上高は 942 百万円（前期比 2.6%増）、営業利益は 380 百万円
（前期比 6.6%増）となりました。 
 

事業部門別売上高                         （単位：百万円） 

 

期別

部門

10,673
    24
 △865
11,536

71,351
   942
 5,175
65,441

合 計

前 　期　 比
増減（△）額

 6,041
   918
60,677

第48期 第49期
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

不動産賃貸関連事業

平成20年４月１日から

53,905内 燃 機 関 関 連 事 業
産 業 機 器 関 連 事 業

平成21年３月31日まで
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（２）設備投資の状況 
当連結会計年度における設備投資の総額は 5,169 百万円であります。その主な内容は、
当社において新築した生産合理化のための機械３工場および部品供給基地、研究の効率
を上げるための研究開発センター、加工合理化のためのフレームラインの新設や更新等
であります。 
なお、これらの設備投資資金は全額自己資金でまかなっております。 

 
 
（３）資金調達の状況 
    当連結会計年度中に社債または新株式の発行等による資金調達は行っておりません。 
 
 
（４）対処すべき課題 

今後の一般的景況および当社を取り巻く環境は厳しさを増していくことが予想されま
すが、そうした状況下で当社グループ全体として事業改革を進め、関連業界を中心とし
た急速なグローバル化に適切に対応することで一層の収益を確保していくことが最大の
課題と認識しております。さらに、２０１１年、２０１６年に強化される船舶用ディー
ゼルエンジンに対するＮＯx 規制への対応など「環境対応型エンジン」の開発を進め、
地球環境との調和を図りつつ企業として成長してまいりたいと考えております。 

 
 
（５）財産および損益の状況 

第46期 第47期 第48期 第49期
平成17年４月１日から 平成18年４月１日から 平成19年４月１日から 平成20年４月１日から
平成18年３月31日まで 平成19年３月31日まで 平成20年３月31日まで 平成21年３月31日まで

売 上 高 46,900百万円 53,307百万円 60,677百万円 71,351百万円

経 常 利 益  2,617百万円  3,324百万円  5,646百万円  6,906百万円

当 期 純 利 益  1,504百万円  1,666百万円  2,393百万円  3,747百万円

１株当たり当期純利益 　　52円32銭 　　58円44銭 　　75円18銭    117円71銭

総 資 産 56,360百万円 59,427百万円 62,437百万円 68,283百万円

純 資 産  7,244百万円 11,301百万円 13,118百万円 15,751百万円

１ 株 当 た り 純 資 産    255円66銭    338円83銭    400円12銭    494円45銭

区    分

 
（注）第 47 期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」および「貸借対照表の純資産の部の表示に 

関する会計基準等の適用指針」を適用しております。 
 
 
（６）重要な親会社および子会社の状況等 
①親会社の状況 
該当事項はありません。 

 4



②子会社の状況 
資 本 金出資比率

 100％
（ 5％）

30百万円 100％
（50％）

10百万円  94％

57百万円 100％

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

内燃機関および同部品の販売・サービス業

主 要 な 事 業 内
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
部 品 サ ー ビ ス 株 式 会 社

100％
（26％）50百万円 内燃機関の部品販売・サービス業

ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
東 日 本 株 式 会 社

100％

会 社 名

中 日 本 株 式 会 社
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル

四 国 株 式 会 社
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル

株 式 会 社 ダ イ テ ク

西 日 本 株 式 会 社
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル

Ｎ Ｈ Ｎ 興 産 株 式 会 社

ディーエス商事株式会社

（ASIA PACIFIC）PTE.LTD.
DAIHATSU DIESEL
梅 田 シ テ ィ 株 式 会 社
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル

（ AMERICA ）INC.
DAIHATSU DIESEL

DAIHATSU DIESEL
（ EUROPE ）LTD.

（ SHANGHAI ）CO.,LTD.
DAIHATSU DIESEL

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

30百万円

10百万円

10百万円

30百万円

US$200,000

US$100,000

STG£50,000

S$2,000,000

50百万円

情報処理およびシステム開発

内燃機関および同部品の運送取扱

不動産賃貸業

貸事務所業

容

 
（注）１．出資比率の（ ）内の数字は間接所有割合（内数）であります。 

２．当連結会計年度において当社は、ダイハツディーゼル東日本株式会社の株式を 28,800 株取得したことに
よって、同社への出資比率が 100％（取得前は 52％）となりました。 

３．ダイハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社は、平成 21 年２月 28 日に解散いたしました。 

 
③その他  
  当社は、昭和 57 年１月より、安慶中船柴油机有限公司（中国）および陜西柴油机重工
有限公司（中国）に対して内燃機関の一部機種において、技術供与を行っております。 
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（７）主要な事業内容 

アルミホイール
貸事務所業

産 業 機 器 関 連 事 業
不 動 産 賃 貸 関 連 事 業

主　要　品　目区　　　分
船舶用ディーゼルエンジン、陸用ディーゼルエンジン、ガスタービン、
内燃機関部品

内 燃 機 関 関 連 事 業

 
（注）産業機器関連事業のドアクローザ、オートドア部門につきましては、当部門を事業としておりましたダイ 

ハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社が平成 21 年２月 28 日に解散したことに伴い、終了いたしま 
した。 

 
 

（８）主要な営業所および工場 
①当 社  本 社 大阪市北区            工 場 守山第一工場（滋賀県守山市） 

        支 社 東京都中央区                   守山第二工場（滋賀県守山市） 
        支 店 仙台支店（仙台市） 
            名古屋支店（名古屋市） 
             四国支店（愛媛県今治市） 
             九州支店（福岡市）           
   ②子会社 

本社 大阪府茨木市
本社 東京都台東区
本社 大阪市淀川区
本社 愛媛県今治市
本社 福岡県福岡市
本社 大阪市北区
本社 大阪市北区
本社 大阪府茨木市
本社 大阪市北区
本社 シンガポール

DAIHATSU DIESEL（ EUROPE ）LTD. 本社 英国　ロンドン
DAIHATSU DIESEL（ AMERICA ）INC. 本社 米国　ニューヨーク
DAIHATSU DIESEL（ SHANGHAI ）CO.,LTD. 本社 中国　上海

梅 田 シ テ ィ 株 式 会 社
DAIHATSU DIESEL（ ASIA PACIFIC ）PTE.LTD.

デ ィ ー エ ス 商 事 株 式 会 社

ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
Ｎ Ｈ Ｎ 興 産 株 式 会 社

所  在  地
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル部 品 サ ー ビ ス 株 式 会 社

会　　　　社　　　　名

株 式 会 社 ダ イ テ ク

ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル
ダ イ ハ ツ デ ィ ー ゼ ル

中 日 本 株 式 会 社
東 日 本 株 式 会 社

四 国 株 式 会 社
西 日 本 株 式 会 社

 
（注）ダイハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社は、平成 21 年２月 28 日に解散いたしました。 
 
 

（９）従業員の状況 
  ①企業集団の従業員 

前　期　末　比　増　減従　業　員　数　
42名減1,177名  
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②当社の従業員 

７名増
前期末比増減

887名
従業員数 平均勤続年数

20.0年44.4歳
平均年齢

 
（注）従業員数は、就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員は含んでおりません。 
 
 

（10）主要な借入先の状況 

3,516
百万円

1,079

借　　入　　額　

1,310
2,856

1,216

借　　入　　先　

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行

株 式 会 社 り そ な 銀 行
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

株 式 会 社 滋 賀 銀 行

 
 
 

（11）その他企業集団に関する重要な事項 
   該当事項はありません。 
 
 

２． 会社の株式に関する事項 
（１）発行可能株式総数       普通株式  80,000 千株（１単元：1,000 株） 
（２）発行済株式の総数       普通株式  31,850 千株（うち自己株式 11,663 株） 
（３）株主数                   1,373 名 
（４）大株主の状況 

千株 ％

11,181 35.1

 2,771 8.7

 2,511 7.9

 2,000 6.3

   920 2.9

   640 2.0

   590 1.9

   413 1.3

   335 1.1

   783 2.5

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社

ザ チ ェ ー ス マ ン ハ ッ タ ン バ ン ク エ ヌ エ イ

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505225

株 式 会 社 り そ な 銀 行

ロ ン ド ン エ ス エ ル オ ム ニ バ ス ア カ ウ ン ト

株　　　主　　　名
出 資 比 率 持　株　数　

当 社 へ の 出 資 状 況

積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

ダ イ ハ ツ 工 業 株 式 会 社
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（５）その他株式に関する重要な事項 
該当事項はありません。 

 
 
３．会社の新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 
  
 
４．会社役員に関する事項 
（１）取締役および監査役の氏名等 

地　位
取 締 役 会 長
（代表取締役）

取 締 役 社 長 ダイハツディーゼル梅田シティ㈱
（代表取締役） 代表取締役社長

社長補佐
守山事業所長、守山工場・品質保証部・購

（代表取締役） 買部　統括

販売統括部・環境エネルギー事業部・舶用
事業部・東京支社　統括

研究部・技術第一部・技術第二部・技術第
三部　管掌

管掌

経営企画部・情報システム部・総務部・人
事部・監査部・経理部　管掌

取 締 役 購買部長 ディーエス商事㈱代表取締役社長

ディー・ディー・テクニカル(株)
代表取締役社長

取 締 役 舶用事業部長、東京支社長

取 締 役 経営企画部長

取 締 役 守山工場長

常 勤 監 査 役

常 勤 監 査 役

監 査 役 ダイハツ工業㈱常勤監査役

監 査 役 ダイハツ工業㈱常勤監査役

監 査 役 ダイハツ工業㈱取締役

原　田　　猛

岡　内　　崇

中　島　亮太郎

髙　橋　昌　弘

守　田　　彦

大　　健　三

石　橋　貞　彦

福　井　　徹

専 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取締役副社長

古　川　與四郎

他の法人等の代表状況等

石　橋　德　憲

中　村　　健

氏　　名 担    当

技術提携推進室・購買部・CS推進事業部　

德　見　恭　助

岡　野　幸　雄

越　田　幸　男

CS推進事業部長、グローバルサービス部長佐々木　綱　治

宮　田　　博常 務 取 締 役

取 締 役

岡　本　純　一

常 務 取 締 役

 
（注）１．監査役 金野輝章氏は、平成 20 年６月 27 日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。 
   ２．監査役 大健三氏、守田彦氏および髙橋昌弘氏は、社外監査役であります。 
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（ご参考）当事業年度末日後に生じた取締役の「他の法人等の代表状況等」は、次のとおりとなっております。 
地　位

常 務 取 締 役 ディーエス商事㈱　代表取締役社長

取 締 役 ディーエス商事㈱　代表取締役社長

ディー・ディー・テクニカル(株)
代表取締役社長

佐々木　綱　治

氏　　名 変　更　後 変　更　前

取 締 役

岡　本　純　一

宮　田　　博

 
 
 
（２）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 

報　酬　等　の　額　支　給　人　員区　　　分

計

取　締　役
監　査　役

（うち社外監査役）

14名
６名

20名
（３名）

378百万円
 59百万円

437百万円
（２百万円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
２．株主総会決議による報酬限度額（会社法第 361 条第１項第１号）は、取締役（使用人兼務取締役の使用

人給与相当額および下記第４項の役員賞与ならびに第５項の退職慰労金は含んでおりません。）年額 250
百万円、監査役年額 50 百万円であります。 

３．上記の支給人員および報酬等の額には、平成 20 年６月 27 日開催の第 48 回定時株主総会終結の時をもっ
て退任した取締役２名および監査役１名を含んでおります。そのうち、福井徹氏は、第 48 回定時株主総
会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給人員および報酬額については、
取締役期間は取締役に、監査役期間は監査役に含めて記載しております。なお、事業年度末現在の人数
は、取締役 12 名および監査役５名であります。 

４．上記の報酬等の額には、当事業年度中に役員賞与として引当金を計上した次の金額を含んでおります。 
取締役     12 名    72 百万円 
監査役       5 名     8 百万円（うち社外監査役  1 百万円） 

５．上記の報酬等の額には、当事業年度中に退職慰労金として引当金を計上した次の金額を含んでおります。 
取締役    14 名    64 百万円 
監査役     6 名     7 百万円（うち社外監査役  0 百万円） 

   ６．上記の報酬等の額には、平成 20 年６月 27 日開催の第 48 回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金 
     として支給した次の金額を含んでおります。 

取締役     2 名     2 百万円 
監査役     1 名     0 百万円 

     なお、各金額は、過年度の事業報告において記載した役員退職慰労引当金の繰入額（取締役 48 百万円、
監査役分 5百万円）を除いております。 
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（３）社外役員に関する事項 
   ①社外役員の重要な兼職の状況等 

兼職の内容
常勤監査役
社外監査役
常勤監査役
取 締 役

氏　　名 兼職先会社名区　　分

ダイハツ工業株式会社社外監査役 守　田　　彦
ダイハツ工業株式会社

社外監査役 大　　健　三
株式会社ダイハツメタル
ダイハツ工業株式会社

社外監査役 髙　橋　昌　弘  
（注）ダイハツ工業株式会社は、当社の産業機器関連事業のうち自動車用アルミホイールを同社に供給しており、

製品販売等の取引関係にあります。また、株式会社ダイハツメタルは、内燃機関関連部品の主要な調達先で
あり、資材調達等の取引関係にあります。 

 
 

②当事業年度における社外役員の主な活動状況 

当期開催の取締役会に14回中７回出席、また当期開催の監査役
会に12回中10回出席し、疑問点等の質問およびアドバイスを行
っております。

区　　分 氏　　名

守田　彦社外監査役

大　健三

社外監査役 髙橋　昌弘

社外監査役

当期開催の取締役会に14回中11回出席、また当期開催の監査役
会に12回中12回出席し、疑問点等の質問およびアドバイスを行
っております。

主 な 活 動 状 況
当期開催の取締役会に14回中10回出席、また当期開催の監査役

っております。
会に12回中10回出席し、疑問点等の質問およびアドバイスを行

 
 
 

５．会計監査人に関する事項 
（１）会計監査人の名称 

新日本有限責任監査法人 
 
（注）新日本監査法人は、公認会計士法に定める監査法人の種類の変更により、平成 20 年７月１日をもって、新日

本有限責任監査法人へ名称変更しております。 
 

 

（２）会計監査人の報酬等の額 

29百万円
29百万円
報酬額区　　　　分

②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
①当社が支払うべき報酬等の額

 
（注）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の

監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれ
らの合計額を記載しております。 
２．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である内部

統制指導業務を委託し、対価を支払っております。 
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（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 
 当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触し
た場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき調査し、
会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案とすることが妥当かどうか審議いたし
ます。 
 
 
６．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する 

ための体制   
（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制 
①当社は「社会を豊かにする価値を提供し、人々との共生を願う」企業理念のもとに、
「倫理行動基準」および「倫理行動指針」を制定して企業人として取るべき行動規範
を示しており、取締役をはじめ全社員がこれを遵守することにより、健全な内部統制
環境の醸成に努めます。 
②業務執行に当たっては、取締役会のほか、様々な会議体で総合的に検討したうえで意
思決定が行われますが、これらの会議体への付議事項は規定により定め、適切に運営
します。 
③法令等の遵守等を目的として設置している「コンプライアンス委員会」の機能を強化、
拡充した「内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備および監督を進めます。 
④コンプライアンス意識の向上のため、階層別教育や職場研修を継続的に実施します。 
⑤法令上疑義のある行為等コンプライアンスに係る問題に関しては、監査部門を通報先
とする相談窓口「ＤＤホットライン」を設置し、適切に運営します。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報については、法令および文書管理規定、機密管理規定
等の社内規定に従って、各担当部門が適切に保存および管理を行います。取締役および
監査役は、常時、これらの情報を閲覧できるものとします。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
コンプライアンス、安全、環境、品質、財務などのリスクについては、それぞれの担

当部門または内部統制委員会および各種委員会が、それぞれの機能におけるリスクを把
握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、必要に応じ規則やガイドライ
ンの制定やマニュアルの作成等を行い、管理します。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
①定例の取締役会を月 1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を審
議、決定すると同時に、各取締役の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会
の機能を強化し経営効率を向上させるため、全役付取締役により構成する経営会議を
定期的に開催し、事業運営に関わる重要事項の意思決定を行います。 

 

 11



②将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を策定し、これを具体化するため各事業年度の
年度方針と目標を設定します。担当取締役は、各部門方針と目標、権限分配を含めた
効率的な達成方法を定め、推進します。取締役社長は定期的に進捗状況をレビューし、
必要に応じ改善を促します。 

（５）当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
①当社グループ各社に関しては、関係会社管理規定に基づき、関係会社管理制度を通じ
てこれらの内部統制活動の徹底を図ります。 
②当社グループ各社に内部統制推進責任者および担当者を置くとともに、内部統制委員
会がグループ全体の内部統制を統括、推進する体制とします。 

（６）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独
立性に関する事項 
現在、監査役の職務を補助すべき社員はいませんが、監査役会から要求があった場合

には、原則として監査部門から人選することとし、監査役は該当者に対し必要な事項を
命令することができることとします。また、その命令に関しては、取締役等の指揮命令
を受けないものとし、該当者の人事異動および人事考課については監査役と取締役が協
議することとします。 

（７）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体
制 
①取締役は、主な業務執行について適宜適切に監査役に報告するとともに、当社および
当社グループに著しい損害や重大な影響を及ぼす重要な事実を把握したときは、直ち
に監査役に報告します。 
②取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、定期的にまた随時に、監査役に業務執
行状況を報告します。 

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
①代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を
行います。 
②主要な取締役の会議体や内部統制、コンプライアンスに関わる委員会等には、監査役
の出席を得ることとします。 
③監査役による重要書類の閲覧や会計監査人との定期的あるいは随時の会合を通じて、
監査の実効性を期します。 
 
本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。 
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。 
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流　動　資　産 41,565 流　動　負　債 38,368
現 金 及 び 預 金 8,390 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 16,977
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 16,263 短 期 借 入 金 10,845
た な 卸 資 産 13,476 一 年 以 内 償 還 社 債 140
繰 延 税 金 資 産 2,402 未 払 法 人 税 等 1,058
そ の 他 1,152 未 払 費 用 3,728
貸 倒 引 当 金 △ 119 賞 与 引 当 金 774

役 員 賞 与 引 当 金 80
リ ー ス 債 務 603
そ の 他 4,158

26,718 14,164
21,768 社 債 500

建 物 及 び 構 築 物 8,815 長 期 借 入 金 4,568
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 6,579 退 職 給 付 引 当 金 4,032
土 地 4,830 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 368
建 設 仮 勘 定 98 再評価に係る繰延税金負債 518
そ の 他 1,445 リ ー ス 債 務 1,422

そ の 他 2,753
1,524 52,532

ソ フ ト ウ ェ ア そ の 他 1,524
株　主　資　本 15,264

3,424 資 本 金 2,434
投 資 有 価 証 券 779 資 本 剰 余 金 2,170
長 期 貸 付 金 31 利 益 剰 余 金 10,667
繰 延 税 金 資 産 1,649 自 己 株 式 △ 7
そ の 他 1,138
貸 倒 引 当 金 △ 175 478

その他有価証券評価差額金 47
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 42
土 地 再 評 価 差 額 金 716
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 243

8
15,751

投資その他の資産

無形固定資産

純 資 産 合 計
負債及び純資産合計資  産  合  計

（純資産の部）
負　債　合　計

68,28368,283

少数株主持分

評価・換算差額等

連  結  貸  借  対  照  表

（単位：百万円）
金　　額科　　　目 科　　　目金　　額

有形固定資産
固　定　資　産 固　定　負　債

（平成21年3月31日現在）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
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67
281
162

363
63

2
4
14

7
82

1,128
133
30

2,362
△ 566

1,382

3,747
△ 1
1,796

5,545

511

426
6,906

21

71,351

6,820
12,040
18,861
52,489

法人税、住民税及び事業税

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 益

減 損 損 失
固 定 資 産 売 廃 却 損

税金等調整前当期純利益

そ の 他

貸 倒 引 当 金 戻 入 益
そ の 他

子 会 社 整 理 損 失

連  結  損  益  計  算  書

（単位：百万円）
金　　　　　　額科　　　　　　目

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

少 数 株 主 利 益
法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

為 替 差 益

支 払 利 息
雑 損

特 別 利 益

経 常 利 益

投 資 有 価 証 券 評 価 損

売 上 高
売 上 原 価

営 業 外 費 用

雑 益

受 取 利 息 配 当 金

販売費及び一般管理費

営 業 外 収 益

売 上 総 利 益

営 業 利 益
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

（単位：百万円）

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

△ 369 △ 890

株 主 資 本
合 計

11,740

3,747
△ 222

△ 1

△ 1
3,747

株主持分
評価・換算
差額等合計

999

△ 222

純 資 産
合 計

少 数

378 13,118

△ 66
△ 42

△ 66 △ 521

478
△ 521

　会計年度中の変動額（純額）

　自己株式の取得

平成21年3月31日残高
連結会計年度中の変動額合計

平成20年3月31日残高

　当期純利益

連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当

10,667 △ 7
△ 13,524

　株主資本以外の項目の連結

　当期純利益

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

716 126平成20年3月31日残高 132
連結会計年度中の変動額

繰延ヘッジ
損 益

連結会計年度中の変動額合計

平成21年3月31日残高

　自己株式の取得
　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額（純額）

　剰余金の配当

△ 84
47

24

△ 370-
716 △ 243

△ 222
3,747

△ 6

△ 370-

評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

△ 84

株　　主　　資　　本

2,170

資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金自 己 株 式

15,264

資 本 金

2,434
-

2,434

△ 1

2,170
- 3,523

7,142

8
△ 369 2,632

15,751
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連 結 注 記 表 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 
１．連結の範囲に関する事項 
（１）連結子会社の数：14社 

主要な連結子会社の名称 
ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ部品ｻｰﾋﾞｽ㈱、ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ東日本㈱、ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ中日本㈱、 
ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ四国㈱、ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ西日本㈱、㈱ﾀﾞｲﾃｸ、ﾃﾞｨｰｴｽ商事㈱、 
ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾇ･ｴｲﾁ･ｴﾇ㈱、NHN興産㈱、ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ梅田ｼﾃｨ㈱、 
DAIHATSU DIESEL (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.、 
DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD.、 
DAIHATSU DISEL (AMERICA) INC.、 
DAIHATSU DIESEL (SHANGHAI) CO.,LTD. 
 
なお、ダイハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社は平成21年２月28日をもっ
て解散を決議し、清算中であります。 
 

（２）非連結子会社の名称 
ﾃﾞｨｰ･ﾃﾞｨｰ･ﾃｸﾆｶﾙ㈱、㈱ツバササービス、NHN INTERNATIONAL EUROPE B.V. 
非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

 
２．持分法の適用に関する事項 
持分法を適用しない非連結子会社の名称 
ﾃﾞｨｰ･ﾃﾞｨｰ･ﾃｸﾆｶﾙ㈱、㈱ツバササービス、NHN INTERNATIONAL EUROPE B.V. 
持分法を適用していない非連結子会社はいずれも小規模であり、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が、持分法の対象から除いても連結計算書
類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要でないため、持分法の適用範囲から
除外しております。 

 
３．連結子会社の事業年度に関する事項 
連結子会社のうち、DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD.、DAIHATSU DIESEL (ASIA PACIFIC) 
PTE.LTD.、DAIHATSU DIESEL (AMERICA) INC.、DAIHATSU DIESEL(SHANGHAI)CO.,LTD.の決算日
は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用して
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おりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行う方法
によっております。 
 

４．会計処理基準に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 
①有価証券の評価基準及び評価方法 
その他有価証券 
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。） 

時価のないもの：移動平均法に基づく原価法を採用しております。 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 
仕掛品及び材料：総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

を採用しております。 
 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産：定額法を採用しております。 

ただし、一部連結子会社は定率法を採用しております。 
②無形固定資産：定額法を採用しております。 
       なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。 
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）： 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
 
（３）重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。 
②賞与引当金 
従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上
しております。 
③役員賞与引当金 
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。 
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④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に
基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、会計基準変更時差異（5,741百万円）については第41期より15年で按分額を費
用処理しております。また、過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10 年)による定額法により費用処理しており、数理計算上の差異は
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法により翌
期から費用処理することとしております。 
⑤役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。 

 
（４）その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に
ついては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処
理によっております。 
②のれんおよび負ののれんの償却に関する事項 
のれんおよび負ののれんは、５年間で均等償却しております。 
③消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。 

 
５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 
 

６．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 
    会計処理の原則及び手続の変更 
    （１）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
      「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企

業会計基準第９号）を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原
価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

     なお、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 
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  （２）連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計
基準委員会 平成18 年５月17 日 実務対応報告第18 号）を当連結会計年度から適用
し、連結決算上必要な修正を行っております。 
なお、従来の方法によった場合と比べて、損益に与える影響はありません。 

 
   （３）リース取引に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13 号（平成５
年６月17 日（企業会計審議会第一部会）、平成19 年３月30 日改正））および「リース
取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18
日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用してお
ります。 
この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比較し、営
業利益は32百万円増加し、経常利益は9百万円、税金等調整前当期純利益は29百万円
それぞれ減少しております。 
 

  （４）在外子会社の収益および費用の換算方法の変更 
当社は、従来、在外子会社の収益および費用について、決算日の直物為替相場により
円貨へ換算しておりましたが、当連結会計年度より期中平均相場により円貨へ換算する
方法へ変更しております。 
この変更は、在外子会社の事業規模が拡大したことおよび近年の為替相場の急激な変
動を契機として、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平準化し、会計期
間を通じて発生する損益をより適切に連結計算書類に反映させるために行うものであ
ります。 
この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比較し、売
上高は2,799百万円、営業利益は2,424百万円、経常利益は190百万円、税金等調整前
当期純利益は190百万円それぞれ増加しております。 

  
（追加情報） 
機械装置の耐用年数の変更について 
当社および国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、当連結会計年度より、法人
税法の改正を契機として見直しを行い、従来の10～11年から９年に変更しました。 

   この変更により、当連結会計年度においては、従来の方法によった場合と比較し、売上総
利益は92 百万円、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益は93 百万円それぞれ減少
しております。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 
１．担保に供している資産および担保に係る債務 
（１）担保に供している資産 

①建 物： 6,713百万円 
②機 械 装 置：   530百万円 
③土 地： 1,988百万円 
④そ の 他：    18百万円 
合 計： 9,250百万円 

 
（２）担保に係る債務 

長期借入金（一年以内返済長期借入金を含む）：2,967百万円 
 

２．有形固定資産の減価償却累計額：25,678百万円 
 

３．土地の再評価 
一部の国内連結子会社においては、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布
法律第34号）に基づき、 事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額については、税金相
当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 
・再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4
号に定める算出方法により算出しております。 

・再評価を行った年月日：平成11年12月31日 
・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
は軽微であります 

 

 

（連結損益計算書に関する注記） 
 ・子会社整理損失の内訳 
産業機器関連事業を営むダイハツディーゼルエヌ・エイチ・エヌ株式会社については、平
成21年２月28日をもって解散を決議し、清算中であります。 
この解散により、子会社整理損失が発生しておりますが、その内訳は以下の通りでありま
す。 
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・固定資産減損損失：  646百万円 
・たな卸資産評価損：   324百万円 
・退 職 金：   138百万円 
・そ の 他：    18百万円 
合 計： 1,128百万円 

 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 
普通株式：31,850,000株 
 

２．剰余金の配当に関する事項 
（１）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

①決 議：平成20年６月27日 定時株主総会 
②株 式 の 種 類：普通株式 
③配 当 金 の 総 額：222百万円 
④１株当たり配当額：７円 
⑤基 準 日：平成20年３月31日 
⑥効 力 発 生 日：平成20年６月30日 
 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの 
①決 議：平成21年６月26日 定時株主総会（予定） 
②配 当 金 の 総 額：254百万円 
③１株当たり配当額：８円 
④基 準 日：平成21年３月31日 
⑤効 力 発 生 日：平成21年６月29日 
なお、配当原資については、利益剰余金を予定しております。 

 
 
（1株当たり情報に関する注記） 
１．１株当たり純資産額：494円45銭 
２．１株当たり当期純利益：117円71銭 
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流　動　資　産 39,093 流　動　負　債 37,226
現 金 預 金 3,280 支 払 手 形 8,241
受 取 手 形 596 買 掛 金 7,679
売 掛 金 14,525 短 期 借 入 金 6,980
仕 掛 品 12,740 一 年 以内返済長期借入金 3,111
材 料 21 一 年 以 内 償 還 社 債 140
前 払 費 用 126 未 払 金 910
繰 延 税 金 資 産 2,204 未 払 法 人 税 等 477
短 期 貸 付 金 5,685 未 払 費 用 3,388
その他の流動資産 862 前 受 金 509
貸 倒 引 当 金 △ 947 預 り 金 2,549

賞 与 引 当 金 634
役 員 賞 与 引 当 金 80

21,015 関係会社整理損失引当金 732
14,264 リ ー ス 債 務 581

建 物 2,666 その他の流動負債 1,211
構 築 物 583 10,211
機 械 装 置 6,388 社 債 500
車 両 運 搬 具 120 長 期 借 入 金 4,167
工 具 器 具 備 品 1,374 預 り 保 証 金 58
土 地 3,033 退 職 給 付 引 当 金 3,809
建 設 仮 勘 定 98 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 276

その他の固定負債 1,400
47,437

1,499
ソ フ ト ウ ェ ア 1,473 株　主　資　本 12,670
そ の 他 26 資 本 金 2,434

資 本 剰 余 金 2,150
資 本 準 備 金 2,150

5,250 利 益 剰 余 金 8,093
投 資 有 価 証 券 711 利 益 準 備 金 221
関 係 会 社 株 式 1,233 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,871
長 期 貸 付 金 1,092 　固定資産圧縮積立金 106
繰 延 税 金 資 産 1,563 別 途 積 立 金 4,500
そ の 他 の 投 資 696 繰越利益剰余金 3,265
貸 倒 引 当 金 △ 46 自 己 株 式 △ 7

0
その他有価証券評価差額金 43
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 42

12,671

負　債　合　計
（純資産の部）

固　定　資　産
有形固定資産

無形固定資産

固　定　負　債

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

貸  借  対  照  表
（平成21年3月31日現在）

金　　額科　　　目 科　　　目金　　額
（単位：百万円）

60,10960,109

投資その他の資産

純 資 産 合 計
負債及び純資産合計資  産  合  計

評 価 ・ 換 算 差 額 等
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1,515
312

2,735
368

970

562

1,828

63

47,109
57,774

2,540
8,125
10,665

32

0

△ 1,033
1,345

67
732
130
7

345

436
126

22

売 上 高
売 上 原 価

営 業 外 費 用
雑 益
受 取 利 息 配 当 金

販売費及び一般管理費

営 業 外 収 益

売 上 総 利 益

営 業 利 益

支 払 利 息
雑 損

特 別 利 益
経 常 利 益

法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

損  　益  　計  　算  　書

 平成21年3月31日まで

（単位：百万円）
金　　　　　　額科　　　　　　目

 平成20年4月 1日から

法人税、住民税及び事業税

特 別 損 失
そ の 他 の 特 別 利 益

減 損 損 失

税引前当期純利益

投 資 有 価 証 券 評 価 損
関係会社整理損失引当金繰入額

固 定 資 産 売 廃 却 損

そ の 他 の 特 別 損 失

関 係 会 社 清 算 配 当 金
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 0

62
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-

　別途積立金の積立 - -

3,2652,150

　剰余金の配当

11,378

（単位：百万円）

株 主 資 本

自己株式株主資本合 計

　当期純利益
　自己株式の取得

△ 222 △ 222

-

利　益
剰余金
合　計

114

8 -
1,5151,515

1,292

11,517

8,093

純 資 産
合 計評価・換算

差額等合計

-
4,500
1,500

106
△ 8

3,000

そ の 他 利 益 剰 余 金

-

△ 8

△ 198

1,500 △ 1,500

平成20年3月31日残高 2,434 2,150

　別途積立金の積立

事業年度中の変動額
　剰余金の配当

利　益
準備金

事業年度中の変動額
平成20年3月31日残高

  固定資産圧縮積立金の取崩

平成21年3月31日残高
事業年度中の変動額合計

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）

221

△ 70

2,434

△ 1

△ 6

△ 222

評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

　当期純利益
　自己株式の取得

  固定資産圧縮積立金の取崩

△ 1

-
1,515

平成21年3月31日残高 12,670
1,291

△ 137△ 137△ 66　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計

△ 42

△ 222

△ 7
△ 1

-

43
△ 70 △ 66

0
1,154
12,671

24 138

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

△ 137

株　　主　　資　　本

115 6,800

別途積立金

221 3,463

固定資産
圧　　縮
積 立 金

資本剰余金

資　本
準備金 繰越利益

剰余金

△ 1

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

-

-

1,515
-

資本金

利　益　剰　余　金
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個 別 注 記 表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
①子会社及び関連会社株式：移動平均法に基づく原価法を採用しております。 
②その他有価証券 
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定しております。） 

時価のないもの：移動平均法に基づく原価法を採用しております。 
（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛品及び材料：総平均法に基づく原価法（収益性の低下による薄価切下げの方法）を
採用しております。 

 
２．固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産：定額法を採用しております。 
（２）無形固定資産：定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用しております。 

（３）リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）： 
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
 
３．引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。 

（２）賞与引当金 
従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。 

（３）役員賞与引当金 
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（４）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期
末において発生していると認められる額を計上しております。 
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なお、会計基準変更時差異（5,741 百万円）については第41期より15年で按分額を費
用処理しております。また、過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しており、数理計算上の差異はその
発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法により翌期か
ら費用処理することとしております。 

（５）役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

（６）関係会社整理損失引当金 
関係会社の清算に伴う損失の発生に備えるため、対象会社の財政状態等を勘案し、翌期
以後の発生見込額を計上しております。 

 
４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
（１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に
ついては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処
理によっております。 

（２）消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。 

 

 

（会計処理の原則及び手続の変更） 
・棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会
計基準第９号）を当事業年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
なお、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

 
・リース取引に関する会計基準の適用 
当事業年度より、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号（平成５年６月17
日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16 号（平成６年１月18 日（日本公認会計士協
会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。 
この変更により、当事業年度においては、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は
32百万円増加し、経常利益は9百万円、税引前当期純利益は29百万円それぞれ減少してお
ります。 
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（追加情報） 
      機械装置の耐用年数の変更について 

機械装置の耐用年数については、当事業年度より、法人税法の改正を契機として見直し
を行い、従来の10～11年から９年に変更しました。 
この変更により、当事業年度においては、従来の方法によった場合に比べて、売上総利
益は89 百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は90 百万円それぞれ減少してお
ります。 
 
 

（貸借対照表に関する注記） 
１．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（１）担保に供している資産 

①建 物：1,516百万円 
②機 械 装 置：  504百万円 
③土 地：1,980百万円 
合 計：4,002百万円 

 
（２）担保に係る債務 

長期借入金（一年以内返済長期借入金を含む）：2,433百万円 
 

２．保証債務 
下記の会社の金融機関からの借入金等について、保証予約を行っております。 
ダイハツディーゼル梅田シティ㈱  534百万円 

 
３．有形固定資産の減価償却累計額：18,200百万円 
 
４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 
（１）短期金銭債権：15,063百万円 
（２）長期金銭債権： 1,063百万円 
（３）短期金銭債務： 3,618百万円 
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